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２０２４年度事業計画 

（２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日） 

 

２０２３年は５月に新型コロナウィルスが「５類感染症」に位置づけ変更されてから、社

会、経済が「脱コロナ」に急速に進んだ年と言えますが、景気回復は道半ばとなりました。

ロシアウクライナ戦争の長期化や欧州経済の低迷といった想定通りの悪材料に加え、イス

ラエル・ハマス戦争勃発による国際情勢の混乱要因もある中で、米国経済は堅調さを続け円

安は大幅に進行し、企業の堅調な業績と円安効果により日経平均株価はバブル時を超える

史上最高値を更新することとなりました。そのような環境下、日本銀行のマイナス金利も漸

く解除の兆しが見えてきており、又、大企業は既に大幅な賃上げを見込み、その流れが中小

企業にも広がって来ていることから、２０２４年度は、デフレから脱却し、賃金や物価が上

昇し、金利があるという「普通の経済」に戻ることを期待することになると予想されます。 

 

（基本財産の運用収益と事業費） 

当会の収益の基礎は基本財産の運用益で、基本財産（約７億３千万円）の大半を有価証券

により運用しておりますが、２０１６年から始まったマイナス金利政策により、円建の基本

財産運用益は基本財産の減少に合わせ年を追って低下しており、２０２３年度は前年度の

約６６０万円から約６５０万円に減少しました。金利上昇はあまり期待できず、２０２４年

度の基本財産（投資有価証券、6億 5千万円）の運用益は約６０７万円と想定しました。 

他方、２０２４年度の事業活動に必要となる経常費用総額は約４，２３７万円となり、 

公益目的事業向けの費用（約３，１２１万円）については、従前、公益目的事業に必要とな

る活動費の不足額を三井物産株式会社からの寄附金を以て充当していましたが、２０１３

年１月に同社より環境変化を理由に寄附を見合わせる旨の通知があり、２０２４年度につ

いてもその状況が継続していますので、主に基本財産の取り崩しをもって引き当てる予定

です。 

 また、法人会計の中で横領事案の損害金回収を進めるために西村あさひ法律事務所への

弁護士費用を３００万円見込んだこともあり法人会計経費は約１，１１６万円となります。 

 

（基本財産の取崩） 

当会は、公益目的事業他を行う公益財団法人であり、現状基本財産運用益の他に収益源が

無いことから、公益目的事業継続のためには基本財産を取崩して公益目的事業費に充当せ

ざるを得ません。従来、次の２点を前提に、基本財産の一部処分を行うことについて理事会

及び評議員会の承認を得た上で、次年度の収支予算書を策定してきております。 

① 基本財産運用収益を先ず法人会計に充当し、残余を公益目的事業費に充てる 

② 不足する公益目的事業費は、基本財産を取崩して充当する 

③ 法人会計費が不足する場合は、基本財産を取り崩して充当する 

 

 



１． ２０２４年度の事業計画 

（事業計画の概要） 

前記により、当会は、２０２４年度（２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日）も従

来通りの公益目的事業を継続し、事業計画を次の通りとします。 

➢ 公益目的事業１として、貿易及び国際経済の研究を行う外国人留学生に対する奨学金 

支給及び宿泊施設提供及びそれに関連する事項を公益目的事業の柱として継続すると

共に、 

➢ 公益目的事業２として三井物産株式会社が１９９２年３月１２日に旧中央三井信託銀

行（現三井住友信託銀行）と契約して設立した、「公益信託三井物産インドネシア奨学

基金」（以下、奨学基金）及びその奨学生に対する支援及びそれに関連する事業を行い

ます。 

尚、その他事業１（相互扶助事業）として２０１８年より取り組んできた、三井物産株

式会社ヤンゴン事務所の、ミャンマーのイエジン農業大学から東京農業大学への留学生に

対する助成活動を支援する事業については、２０２３年度末に留学生が卒業し、新しい留学

生が来日していないことから、２０２４年度については留学生の助成を支援して奨学金を

支給する事業は休止となります。 

上記以外に豪州三井物産株式会社が日豪両国間の結びつきをより強め、相互理解と友情

を促進することを目的として１９７１年に設立した豪州の公益信託基金である「三井教育

基金」が、豪州の大学から選抜した大学生を本邦へ派遣して行う約３週間の研修プログラム

に対して支援業務を行います。 

また、２０２３年度には、働き方の多様性に対応すべくリモートワーク環境の整備を進め

ると共に業務のデジタル化を進めましたが、２０２４年度には業務スペース及び費用の効

率化を図る為、事業年度中の事務所の移転を計画し、移転を行う為の一次的な費用として総

額で約３５０万円を見込んでいます。 

 

（具体的な事業計画） 

２０２４年度の具体的事業計画は、以下の通りです。 

（１）外国人留学生に対する奨学金の支給及びそれに関連する事項（公益目的事業１） 

（定款 第４条 1 項１号） 

２０２４年度は、２年目の奨学金支給を継続する３名のほか、２０２３年度に大学が公

募選考を経て申し込みした者から選定する５名を加えた合計８名に月額各１０万円、年

額合計９６０万円を支給します。但し、奨学金の支払いは四半期ごとに 3 カ月分を纏め

て行います。 

 

 



（２）外国人留学生に対する宿泊施設の提供及びそれに関連する事項（公益目的事業１） 

（定款 第 4 条 1 項 2 号） 

２０２４年度は、２年度目として宿泊施設提供を継続する２名に当会が借り上げてい

る国立市所在の住宅２部屋を無償で提供します。 

なお、上記（１）及び（２）の外国人留学生（合計１０名）について、留学生支援金と

して、奨学金支給者（８名）には月額１，４００円（連絡交通費相当額）を、宿泊施設提

供者（２名）には月額１０，０００円（水道・光熱費及び連絡交通費相当額）を支給しま

す。 但し、支払いは四半期ごとに３カ月分を纏めて実施します。 

このため、奨学金等、宿泊施設の賃借料、修繕費、留学生支援金などの直接費用の年額

合計は、約１，２４１万円となる見込みです。 

 

上記（１）及び（２）に関連する事項として、毎月１回外国人留学生と個別面談を   

行うほか、年１回１０月に修学・研究内容に関する報告書（論文形式）を提出させて生活・

修学状況等の情報を収集して受給資格を確認すると共に、日常生活・修学・進路等に係る

助言を行います。 

 

（３）公益団体等及びその奨学生に対する支援及びそれに関連する事項（公益目的事業２） 

（定款 第４条 1 項 3 号） 

（ア） 奨学基金に対する支援として、次の事項を行います。 

ⅰ）奨学基金が行う奨学生の募集選考に関する支援 

ⅱ）奨学基金が必要とする奨学生に関する資料情報の関係者への提供及び報告 

（イ）奨学生に対する支援として、次の事項を行います。 

ⅲ）奨学生の本邦への受入及び生活手配 

ⅳ）奨学生の近況情報の収集、生活・修学・進路等に関する助言、生活・学習情報の

提供 

（ウ）関連する事項 

ⅴ）上記に関連する事項として、奨学基金が奨学生に給付すべき経費の支払依頼等を

行います。 

奨学生支援にあたっては、「月例会」を月に一回開催して近況情報等を収集すると共に

留学生の生活上の問題・修学進捗度・希望進路等に関する助言を行うほか、必要な生活・

学習情報を提供します。また、日本語学校より、日本語学校在学中の奨学生の学習進度・

生活状況等の情報を聴取し、必要に応じて要望・提言の申し入れも行います。 

なお、奨学生への助言にあたっては、奨学基金運営委員（学識経験者）、独立行政法人

日本学生支援機構日本語教育センター等に必要に応じて相談します。 

 

 



（４）その他の団体及びその研修生等に対する支援及びそれに関連する事項 

（定款 第 4 条 1 項 4 号） 

豪州三井物産株式会社が設立した「三井教育基金」が、日本へ派遣する豪州研修生  

（大学生）の本邦における研修活動のガイダンス、日本企業訪問、ホームステイ、交歓会

などに関する連絡調整及び手配確認等の補助的業務を行います。 

 なお、この事業は、業務期間が短期間且つ費用が少額であることから、法人会計業務の

一部として対応します。 

 

２． ２０２４年度収支予算（損益ベース）の概要 

（経常収益） 

２０２４年度の経常収益は、基本財産運用益は２０２３年度から若干減少し６０７万円

と想定しました。なお、公益目的事業及び法人会計に係る経常費用の不足分は、基本財産を

取崩すことについて、理事会及び評議員会の承認を得ましたので、基本財産の一部を取崩し

て必要額を充当します。 

 

（経常収益の別） （経常収益の額） 

基本財産運用益  

相互扶助事業に係る寄付金振替額 

受取寄付金(基本財産)振替額（注１） 

 ６，０６９，０００円 

０円 

３６，３００，０００円 

経常収益合計額  ４２，３６９，０００円 

注１） 受取寄付金（基本財産）振替額：公益目的事業他の費用への振替  

 

（経常費用） 

２０２４年度の事業活動に必要な経常費用額及び内訳の概要は次表の通りで、事業の内

容並びに金額に関しましては、２０２３年度の予算約４，０００万円との比較において、基

本的に大きな差異はありません。 

尚、２０２４年度も、２０２０年６月に発覚した横領事案の損害金の回収を進める為、同

事案で継続起用している西村あさひ法律事務所への業務委託料として３００万円を見込み

ます。 

（経常費用の別） （経常費用の額） 

公益目的事業１の費用 

公益目的事業２の費用 

その他事業１の費用 

法人会計費用 

２３，３８１，１８１円 

７，８３１，５３１円 

０円 

１１，１５６，２８８円 

経常費用 合計額  ４２，３６９，０００円 

 

 



（収支バランスの充当） 

 ２０２４年度の法人会計費用（経常費用）と基本財産運用益（経常収益）のバランス分

△５，０８７，２８８円については、基本財産の取り崩しをもって充当することとなります。 

 

以上 



 

 

 

 

 

２０２４年度 

 

 

（２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

収 支 予 算 書 

 

（損益ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人三井物産貿易奨励会 

 

 

 

 



 

（単位：円）

他事業会計
【公1】 【公２】 【他１】

助成事業 支援事業 扶助事業
Ⅰ 一般正味財産増減の部

1.経常増減の部
(1) 経常収益

①基本財産運用益
基本財産有価証券償却原価額
基本財産有価証券受取利息振替額 0 0 0 0 0 6,069,000 6,069,000
基本財産受取利息振替額(普通･定期預金) 0 0 0 0 0 0 0
基本財産有価証券受取配当金振替額 0 0 0 0 0 0 0

②特定資産運用益
特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0 0

③受取寄付金
受取寄付金（一般正味財産） 0 0 0 0 0 0 0

④雑収益
雑収益 0 0 0 0 0 0 0

⑤基本財産売却益
基本財産有価証券売却益振替額 0 0 0 0 0 0 0

⑥受取寄付金振替額
受取寄附金（基本財産）振替額 0 0 31,212,712 31,212,712 0 5,087,288 36,300,000

経常収益計 0 0 31,212,712 31,212,712 0 11,156,288 42,369,000
(2) 経常費用

①事業費 (23,381,181) (7,831,531) (0) (31,212,712) (0) (0) (31,212,712)
給料手当 2,151,414 843,508 2,994,922 0 2,994,922
給与負担金 4,221,662 2,913,278 7,134,940 0 7,134,940
退職給付費用 143,604 99,098 242,702 0 242,702
福利厚生費 478,306 211,338 689,644 0 689,644
会議費 175,000 525,000 700,000 0 700,000
交際費 0 22,000 22,000 0 22,000
旅費交通費 20,000 1,000,000 1,020,000 0 1,020,000
通信運搬費 54,690 78,880 133,570 0 133,570
ICT関連費 818,850 433,200 1,252,050 0 1,252,050
修繕費 166,377 8,664 175,041 0 175,041
光熱水料費 133,746 70,756 204,502 0 204,502
賃借料 4,677,867 1,446,310 6,124,177 0 6,124,177
清掃費 145,209 76,821 222,030 0 222,030
保険料 49,297 4,910 54,207 0 54,207
支払奨学費 9,975,000 0 9,975,000 0 9,975,000
支払手数料 35,469 12,888 48,357 0 48,357
雑費 134,690 84,880 219,570 0 219,570

②管理費 (0) (0) (0) (0) (0) (11,156,288) (11,156,288)
給料手当 619,078 619,078
給与負担金 1,361,059 1,361,059
退職給付費用 46,298 46,298
福利厚生費 139,356 139,356
会議費 406,000 406,000
旅費交通費 70,000 70,000
通信運搬費 416,430 416,430
ICT関連費 247,950 247,950
消耗品費 80,000 80,000
修繕費 1,904,959 1,904,959
光熱水料費 40,499 40,499
賃借料 827,822 827,822
清掃費 43,970 43,970
保険料 76,793 76,793
諸謝金 1,210,000 1,210,000
租税公課 5,000 5,000
業務委託費 3,000,000 3,000,000
支払手数料 91,643 91,643
研修費 100,000 100,000
保管料 103,000 103,000
雑費 366,431 366,431

経常費用計 23,381,181 7,831,531 0 31,212,712 0 11,156,288 42,369,000
評価損益等調整前当期経常増減額 ▲ 23,381,181 ▲ 7,831,531 31,212,712 0 0 0 0

基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0
特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0

投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0
評価損益等計 0 0

当期経常増減額 ▲ 23,381,181 ▲ 7,831,531 31,212,712 0 0 0 0
2.経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 ▲ 23,381,181 ▲ 7,831,531 31,212,712 0 0 0 0
一般正味財産期首残高 3,869,120
一般正味財産期末残高 3,869,120

Ⅱ 指定正味財産増減の部
(1) 受取寄附金

受取寄附金 0 0 0 0 0 0 0
(2) 基本財産運用益

基本財産有価証券受取利息 0 0 0 0 0 6,069,000 6,069,000
基本財産受取利息(普通･定期預金) 0 0 0 0 0 0 0
基本財産有価証券受取配当金振替額 0 0 0 0 0 0 0

(3) 基本財産売却益振替額
基本財産売却益振替額 0 0 0 0 0 0 0

(4) 基本財産評価損益
基本財産有価証券評価損益 0 0 0 0 0 0 0

(5) 一般正味財産への振替額
基本財産有価証券受取利息振替額 0 0 0 0 0 ▲ 6,069,000 ▲ 6,069,000
基本財産受取利息振替額(普通･定期預金) 0 0 0 0 0 0 0
基本財産受取配当振替額(普通･定期預金) 0 0 0 0 0 0 0
基本財産売却益振替額 0 0 0 0 0 0 0
受取寄附金（基本財産）振替額 0 0 ▲ 31,212,712 ▲ 31,212,712 0 ▲ 5,087,288 ▲ 36,300,000

当期指定正味財産増減額 0 0 ▲ 31,212,712 ▲ 31,212,712 0 ▲ 5,087,288 ▲ 36,300,000
指定正味財産期首残高 728,783,202
指定正味財産期末残高 692,483,202

Ⅲ 正味財産期末残高 696,352,322

（案）

公益財団法人三井物産貿易奨励会
2024年度　収支予算書内訳表（損益ベース）

2024年4月1日から2025年3月31日まで

科        目
公益目的事業会計

法人会計 合   計
共通事業 小   計


	【2024年度事業計画】
	【2024年度収支予算書】

